
発注案件名

契約金額

見積書徴取状況 １社(業者指定)

その他
特記事項

随意契約
の理由

当該エレベータのメーカーであり、本件仕様書どおりの施工は他社では行えないこと
から、指定業者とする

根拠法令 会計法第２９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

予定価格及び
積算内訳

予定価格 ¥4,759,920

発注（契約）
案　件　の
要 求 理 由

渋谷神南合同庁舎において、エレベータ１号機に今年５月から突然かご内の照明が落
ち、エレベータが一時的に止まってしまうという不具合が度々発生するようになり、
その後、同様の症状が繰り返し発生していることから保守業者に当該エレベータを調
査してもらったところ、インバータ基盤等制御関係部分の経年劣化のため不安定な動
作を繰り返しているとのことであった。このまま稼働を続けることは重大な事故につ
ながる恐れがあることから、制御関係部品の交換工事を実施することといたしたい。
また、同エレベータは制御関係部分以外にブレーキ関係部品等についても相当程度の
劣化が確認されており、メーカーが定める基準を満たしていない状態となっている。
このような状態で使用を続けた場合、エレベータのロープが滑り、落下事故等が発生
する恐れがあることから、これらの部品も併せて交換することといたしたい

¥4,529,520 契約年月日 平成28年8月15日

契約業者名
及び住所

シンドラーエレベータ株式会社（江東区越中島１－２－２）

随意契約理由書

渋谷神南合同庁舎１号機部品取替工事及
びエレベータ総合点検業務委託

要求部署名 総務部

発注（契約）
内　　容

渋谷神南合同庁舎１号機部品取替工事及びエレベータ総合点検業務委託


